
評価シート(B)

主：宮城県総合計画第Ⅱ期実施計画に掲載されている「主要事業」　　重：重点事業のうち主要事業以外の事業

4 重 県有遊休施設等の有効利用によるＮＰＯの拠点づくり事業 9

3 重 ＮＰＯマネジメント・サポート事業 8

2 重 みやぎＮＰＯ夢ファンド事業 7

1 主 ＮＰＯ活動促進事業 6

事業名
事業
番号

種別 事業名
事業
番号

種別

関係部課室

政策整理番号 27

対象年度 H17 作成部課室 環境生活部ＮＰＯ活動促進室

政策番号 政策名 多様な主体の協働による地域づくりの推進3 － 9 － 1

施策を構成する事業の事業番号と種別

施策番号 2 施策名 ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

Ａ－３－１　施策の有効性：規則§６①３号

【政策評価指標達成状況から】　概ね有効
・指標名：ＮＰＯの法人設立認証数（人口１０万人当たりの全国順位）　達成度：Ｃ
・ＮＰＯ法制定以降，法人設立認証数は着実に増加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを示していると思われる。しかし，当該指標が法人認証累計
数というストック数値を算定基礎とし，全国順位という相対指標であるため，他県の認証数の動向に大きく左右されざるを得ない。
・達成度はＣであるが，当該指標が相対指標であるため，達成度には十分反映されなかったと思慮される。
【県民満足度（政策）の推移から】　課題有り
・県民満足度（政策）は，県全体・圏域別・年齢別とも「５０」となっており，一定程度の満足度は確保していると思慮される。但し，満足度６０点以上の回
答者割合が「４０．６％」と半分以下であり，課題有りとした。
【社会経済情勢を示すデータの推移から】　概ね有効
・「官から民」，指定管理者制度の導入等の流れの中，専門性を生かし，自主的に活動するＮＰＯには，公共の新たな担い手として大きな期待が寄せ
られている。
・その一方で，平成１７年８月に内閣府が行った「ＮＰＯに関する世論調査」において，７９．７％の人がＮＰＯ活動を評価している反面，ＮＰＯ活動に参
加したことがある人が７．２％，ＮＰＯに寄附したことがある人が４．０％に過ぎないことが判明した。このことは，ＮＰＯへの実質的理解を含めた，活動資
金や担い手の不足等，ＮＰＯがその活動を行うに当たって様々な課題を抱えている現状を示している。このようなNPO活動にとって厳しい社会情勢の
中，NPO法人数が着実に増加し，活動の広がりを見せているのは，本施策の有効性の現れであると判断される。

概ね適切

【総括】
・本施策は，政策評価指標「ＮＰＯの法人設立認証数（人口１０万人当たりの全国順位）」に直結するものであり，法人設立認証数（累計）の増に表され
ているように，本来，政策に対する有効性にも一定の評価を与えられるべきものと考えられるが，当該指標が相対指標であることから達成度には十分
反映されなかったと思慮される。
・県民満足度（政策）は，県全体・圏域別・年齢別とも「５０」となっており，一定程度の満足度は確保していると思慮される。但し，満足度６０点以上の回
答者割合が「４０．６％」と半分以下である。
・さらに，社会経済情勢を示すデータの推移の分析を踏まえ，さらに，ＮＰＯが果たす役割は今後益々増大することが予見されることから，NPO活動に
おける課題の解決に直結する本施策は有効であると判断される。全体としては，県民満足度の結果を考慮し課題有とした。

B－１　施策実現にむけた県関与の適切性と事業群設定の妥当性：規則§６②１号，４号

概ね適切

【国，市町村，民間団体との役割分担】　概ね適切
・（国）ＮＰＯ法の施行，認定ＮＰＯ法人制度の制定・変更，ＮＰＯ法人設立認証（複数の県に事務所を有するＮＰＯ法人）等の事務事業を通じたＮＰＯ
活動の支援
・（県）ＮＰＯ法人設立認証（宮城県に事務所を有するＮＰＯ法人）等の事務事業を通じたＮＰＯ活動の支援
・（市町村）ＮＰＯ事業の市町村施策との関連性を踏まえ，政策づくりや施策展開におけるＮＰＯとのパートナーシップの推進
・（民間団体）ＮＰＯが継続的・効果的に事業展開をする上に必要となる，事業・組織両面におけるマネジメント支援
【施策目的を踏まえた事業か】　概ね適切
・平成１５年度に本県が実施した「ＮＰＯ活動実態・意向調査」において，ＮＰＯについての理解，資金，活動場所，マネジメント能力等が不足している
との結果が出ており，施策目的（ＮＰＯの活動の支援）のためにはこれらの課題の解決を目的とした本事業群が必要であると判断される。
【事業間で重複や矛盾がないか】　概ね適切
・事業番号１は法人格の付与，２はＮＰＯ活動に対する資金支援，３は人材育成によるＮＰＯ活動支援，４は活動拠点の提供，５はＮＰＯ活動に対する
つなぎ資金の貸与であり，事業間の重複・矛盾はない。
【社会経済情勢に適応した事業か】　概ね適切
・「官から民」，指定管理者制度の導入等の流れの中，専門性を生かし，自主的に活動するＮＰＯには，公共の新たな担い手として大きな期待が寄せ
られている。その一方で，平成１７年８月に内閣府が行った「ＮＰＯに関する世論調査」において，７９．７％の人がＮＰＯ活動を評価している反面，ＮＰ
Ｏ活動に参加したことがある人が７．２％，ＮＰＯに寄附したことがある人が４．０％に過ぎないことが判明した。このことは，ＮＰＯへの実質的理解を含め
た，活動資金や担い手の不足等，ＮＰＯがその活動を行うに当たって様々な課題を抱えている現状を示している。このため，これらの課題を解消し，Ｎ
ＰＯの自立的活動を促進する本事業群は必要であると思慮される。
【施策重視度と満足度のかい離が大きいか】（→事業の必要性）　概ね適切
・施策重視度（中央値）は「７０」，施策満足度（中央値）は「５０」と，一定程度の水準は確保していると思慮される。

【総括】
・ＮＰＯは社会が抱える課題に対応するため，まちづくりや福祉など様々な分野で活動を展開しており，世論調査に見られるとおりＮＰＯの必要性は認められて
いる。しかし，平成１５年度に県が実施した「ＮＰＯ活動実態・意向調査」，平成１７年度に内閣府が実施した「ＮＰＯに関する世論調査」等からＮＰＯ活動を支え
る社会制度や環境面での整備は依然として十分とは言えない状況にある。このため，ＮＰＯが真に自立した「市民セクター」として発展するよう，民間団体や企
業はもとより，行政による支援を目的とした本事業群は妥当であると判断される。

5 重 みやぎＮＰＯサポートローン事業 10

課題有概ね有効有効

課題有概ね適切適切



評価シート(B) 政策整理番号 27

施策番号 2 施策名 ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

【施策満足度から】　課題有
・施策満足度は「５０」となっており，一定程度の満足度は確保していると思慮される。但し，満足度６０点以上の回答者割合が「４１．５％」と半分以下で
あり，課題有とした。

【政策評価指標達成状況から】　概ね有効　　「政策評価指標分析カード（４）ア」から抜粋
・ＮＰＯ法制定以降，法人設立認証数は着実に増加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを示していると思われる。しかし，当該指標が法人認証累計
数というストック数値を算定基礎とし，全国順位という相対指標であるため，他県の認証数の動向に大きく左右されざるを得ない。このため，達成度に
は十分反映されなかったと思慮される。

【社会経済情勢を示すデータの推移から】　概ね有効
・「官から民」，指定管理者制度の導入等の流れの中，専門性を生かし，自主的に活動するＮＰＯには，公共の新たな担い手として大きな期待が寄せ
られている。その一方で，平成１７年８月に内閣府が行った「ＮＰＯに関する世論調査」において，７９．７％の人がＮＰＯ活動を評価している反面，ＮＰ
Ｏ活動に参加したことがある人は７．２％，ＮＰＯに寄附したことがある人が４．０％に過ぎないことが判明した。このことは，ＮＰＯへの実質的理解を含め
た，活動資金や担い手の不足等，ＮＰＯがその活動を行うに当たって様々な課題を抱えている現状を示している。このようなNPO活動にとって厳しい
社会情勢の中，NPO法人数が着実に増加し，活動の広がりを見せているのは，本施策の有効性の現れであると判断される。

【業績指標推移から】　概ね有効
・ＮＰＯ活動促進事業の業績指標としては，「法人設立相談対応件数」が妥当と思われるが，対応の形態が面談・電話・ＦＡＸ・メールと多岐にわたるた
め設定不能とした。また，みやぎＮＰＯサポートローンのそれとしては，「広報の活動状況」が妥当と思われるが，当該事務は全て提携金融機関が行っ
ているため設定不能とした。なお，他の指標は全て変更無しのため，有効又は課題有とする傾向は認められないことから，概ね有効と判断される。

【成果指標推移から】　概ね有効
・法人認証数・研修受講者数は減少，助成団体数は増加，貸付団体数は増減無しである。指標全体として，有効又は課題有とする傾向は認められな
いことから，概ね有効と判断される。

【総括】
・施策満足度は，「５０」と一定程度の満足度は得ていると思慮される。但し，満足度６０点以上の回答者割合が「４１．５％」と半分以下であった。政策
評価指標達成状況は未達成である。しかし，ＮＰＯ活動にとって厳しい社会情勢が続く中，ＮＰＯ法人設立認証数は着実に増加し，その意味ではＮＰ
Ｏ活動の広がりを端的に示しているものと判断され，ＮＰＯ活動の課題に即したこれらの事業群は概ね有効であると判断される。全体としては，施策満
足度の結果から，課題有とした。

B－３　事業群の効率性：規則§６②３号

B－２　事業群の有効性：規則§６②２号

概ね適切

・B-1　ＮＰＯは社会が抱える課題に対応するため，まちづくりや福祉など様々な分野で活動を展開しており，世論調査に見られるとおりＮＰＯについて
の社会的な理解も広がりを見せている。しかし，平成１５年度に県が実施した「ＮＰＯ活動実態・意向調査」，平成１７年度に内閣府が実施した「ＮＰＯ
に関する世論調査」等からＮＰＯ活動を支える社会制度や環境面での整備は依然として十分とは言えない状況にある。このため，ＮＰＯが真に自立し
た「市民セクター」として発展するよう，行政・民間団体はもとより県民や企業も含めた社会全体でのＮＰＯ活動の支援を今後も継続すべきと判断され
る。
・B-2，B-3　施策満足度は，「５０」と一定程度の満足度は得ていると思慮される。しかし，満足度６０点以上の回答者割合が「４１．５％」と半分以下と
なっている。さらに，政策評価指標達成状況は未達成である。但し，社会経済情勢を示すデータに現れているように厳しい社会情勢の中，ＮＰＯ活動
の課題に即したこれらの事業群は有効であり，施策満足度の向上に向けて，今後も継続して事業を実施すべきものと判断される。
・B-1～3の各項目を総合的に判断して「概ね適切」と判断した。

B　施策評価（総括）：規則§６②

概ね適切

概ね適切

【政策評価指標達成度　⇔　業績指標・成果指標】　概ね効率的
・政策評価指標達成度は未達成であるが，ＮＰＯ活動の広がりを示すＮＰＯ法人設立認証数は着実に増加している。但し，業績指標推移，成果指標
推移とも明確な傾向を示すまでには至っていないため，今後の事業継続により，その推移がどう変化するかを確認する必要がある。

【社会経済情勢データ　⇔　業績指標・成果指標】　概ね効率的
・社会経済情勢データはＮＰＯ活動にとって厳しい社会情勢を示している。そのような中，ＮＰＯ法人設立認証数が着実に増加していることは，ＮＰＯ
が求める支援に確実に対応しているものであると思慮される。但し，業績指標推移，成果指標推移とも明確な傾向を示すまでには至っていないため，
今後の事業継続により，その推移がどう変化するかを確認する必要がある。

【事業費に対する業績指標の割合（効率性指標）が適切か】　概ね効率的
・効率性指標を設定している事業について，改善が１，悪化が１，変更無しが１と明確な傾向を示すまでには至っていないため，今後の事業継続によ
り，その推移がどう変化するかを確認する必要がある。

【総括】
・施策満足度６０点以上の回答者割合が「４１．５％」と半分以下であり，政策評価指標達成度は未達成である。しかし，ＮＰＯ法人設立認証数は着実
に増加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを示している。また，業績指標推移，成果指標推移とも明確な傾向を示すまでには至っていないため，今
後の事業継続により，その推移がどう変化するかを確認する必要がある。但し，各事業はＮＰＯの実態調査に基づき，ＮＰＯ活動の実態に即して設定
しているため概ね効率的であると判断される。

課題有概ね適切適切

課題有概ね有効有効

課題有概ね効率的効率的



事業分析カード（業績）

38,83720,457

－ 1

(事業の活動量。「事業
の手段」に対応)

業績指標名

（誰・何を対象
として、具体

的に）

－ 9

20

4,493

4.5E-03

4,639

関係部課室

政策番号 政策名 多様な主体の協働による地域づくりの推進

対象年度 H17

3

施策番号 2 施策名

H15

ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

事
業
番
号

活動（事業）／活動（事業）によりもたらされた結果

H17
事業費
（千円）

事業の対象

政策整理番号 27

作成部課室 環境生活部ＮＰＯ活動促進室

－

2.2E-04

11,801

1

－

8.5E-05

1

6

10,000

－

－ －5 設定不能

－

東北労働金庫宮城県本部との
協働により，ＮＰＯ法人に対する
活動資金の融資を行った。

県内ＮＰＯ法人

0

15,000

0.0E+00

3

5,000

6.0E-04

－

4
貸付対象団体選定に
係るコンペの開催回数

－

3 県内ＮＰＯ

ＮＰＯ法人等を対象としたＮＰＯ
マネジメント・セミナー，中間支
援センター・組織のスキルアップ
を目的としたセミナーを開催し
た。

県内ＮＰＯ
県有有休施設の管理を含めた
利用計画をコンペ方式で審査
し，有償により貸付を行った。

ＮＰＯマネジメントサ
ポート事業
【ＮＰＯ活動促進室】

－

2 県内ＮＰＯ

H17

効率性指標 (3.5E-02は3.5×10-2)

事業費（千円）

事業の手段（内容）
（何をしたのか、具体的に）

H16

主に県内で行われる公益的な
活動に対して，各プログラム毎
に公開コンペを行い，活動費の
一部を助成した。

みやぎＮＰＯ夢ファンド
事業
【ＮＰＯ活動促進室】

事業名
【担当課室名】

事業費合計

県有有休施設等の有
効利用によるＮＰＯの拠
点づくり事業
【ＮＰＯ活動促進室】

みやぎＮＰＯサポート
ローン
【ＮＰＯ活動促進室】

－ －

5,000

4,493

20

4,964

4.0E-03

セミナー開催日数

27,185

助成対象団体選定に
係る公開コンペの開催

回数

70,131

11,801

10,000

3

5,000

6.0E-04

－

1
ＮＰＯ活動促進事業
【ＮＰＯ活動促進室】

県内ＮＰＯ 設定不能38,837
特定非営利活動促進法に基づ
くＮＰＯ法人の認証

7

8

9

10



事業分析カード（成果）

H16(事業の成果。「事業の
目的」に対応)

成果指標名

活動（事業）によりもたらされた成果

事業の目的（意図）
（対象をどういう状態にしたの

か）

2施策番号

施策概要
社会が抱えるさまざまな課題に自発的に取り組み，社会的・公益的な活動を行っているボランティア団体や市民活
動団体などの活動の活性化を目指します。

施策実現までの道筋
(施策の実現にどのように結びついたか)

27

施策名

政策整理番号

ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

－－

講座の受講を通じて，ＮＰＯ活
動の担い手の資質向上を図り，
県内ＮＰＯの継続的活動の促進
を図った。

県有有休施設の貸付を行うこと
により，ＮＰＯの活動拠点づくりと
施設維持管理費の節減を図っ
た。

低利・無担保によりＮＰＯ活動の
資金融資を行うことにより，県内
ＮＰＯの自発的活動の促進を
図った。

－

ファンドから一定年限助成するこ
とにより，県内ＮＰＯの自発的活
動の促進を図った。

研修受講者数

－

貸付団体数

貸付団体数

380 278

－ 3

13 22助成団体数

法人認証数 86 85ＮＰＯ法人の設立 76

人材育成の為の研修会を開催することによ
り，人材面からＮＰＯ（民間の非営利組織）の
活動を支援する。なお，当該事業はＮＰＯの
自律的・継続的活動に不可欠な組織経営力
の強化を図るもので，各圏域の中核となる中
間支援型ＮＰＯの育成，仙台圏域と他圏域と
の地域格差の是正に大きく資するものであ
る。

活動資金を助成することにより，資金面からＮ
ＰＯ（民間の非営利組織）の活動を支援する。
なお，当該事業は県の拠出金と市民・企業か
らの寄附金からなるファンドを，ＮＰＯが主体
的に運営することにより，ＮＰＯの実情・ニー
ズに即した効果的な資金支援が期待できるも
のである。

法人化の推進・法人運営の適正化を図ること
により，ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動を
支援する。

3

活動拠点を提供することにより，活動の場という面
からのＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動を支援
する。なお，当該事業は活動の場・拠点を求める
ＮＰＯが相当数存在することが平成15年度に実
施した「ＮＰＯ活動実態・意向調査」の結果から明
らかとなり，このような状況に対して県が保有する
遊休施設を用いてＮＰＯの活動の場・拠点への
ニーズを満たすことにより，結果として公益サービ
スの増進を図るものである。

3

活動資金を融資することにより，資金面からＮ
ＰＯの活動を支援する。なお，サポートローン
は，ＮＰＯ法人を対象とした融資として，にや
ぎＮＰＯ夢ファンド事業との棲み分けを図って
いる。
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政策評価指標分析カード（整理番号１）

※難易度：☆（トレンド型目標〈実現が可能〉），☆☆（中間型目標〈実現が困難〉），☆☆☆（チャレンジ型目標〈実現がかなり困難〉）

存続

※第５回県民満足度調査は調査票の様式を見直して実施しました。第２～４回の調査結果は第５回の調査結果と同列に扱うことができないため、参
考記載としています。

達成度：Ｃ
・ＮＰＯ法制定以降，法人設立認証数は着実に増加し，その意味ではＮＰＯ活動の広がりを示していると思われる。しかし，当該指標が法人認証累計
数というストック数値を算定基礎とし，全国順位という相対指標であるため，他県の認証数の動向に大きく左右されざるを得ない。このため，達成度には
十分反映されなかったと思慮される。

ア　達成状況の背景（未達成の場合はその理由等）・今後の見通し

参考：第２～４回の推移

施策重視度　A

施策満足度　B

かい離　A-B

施策満足度（中央値、点） B

かい離 A-B

70

（２）　指標の選定理由

・本県において法人格を取得しているＮＰＯが増加していることを示す指標として選定した。
・多様な主体が協働して，より豊かな社会を形成している将来像を示す指標として選定した。
・各都道府県における人口１０万人当たりのＮＰＯの法人設立認証数という形で比較し，象徴的に公益的市民活動・住民参加の活発さの程度を表わす
指標として選定した。

H16

70

H15 H14
施策重視度（中央値、点）A

年 度 H17

満足度60点以上の回答者割合(%)

20 18 19

41.5 満足度60点以上の回答者割合

50 55

42.2 45.9

15

47.3

52 56

70 75

（３）　施策満足度の推移

【施策の有効性を評価する上で適切な指標か】
・指標の算定基礎である「ＮＰＯの法人設立認証数」は，ＮＰＯ活動の広がりを一定程度表すものではある。しかし，指標は相対的なもので，政策目的
の達成度を絶対的に表す指標になりうるものではない。但し，ＮＰＯ活動は市民の自発性に基づくもので県による目標値の設定には馴染み難く，さら
に，今般の公益法人制度改革による新たな非営利法人制度の創設も検討されていることから，指標の変更については慎重に検討する必要があると思
慮される。

存続

（５）　政策評価指標の妥当性の検証（総括）

Ｃ

（４）　政策評価指標の妥当性分析

Ｃ C Ｃ Ｃ達成度 ・・・ Ｂ

23

仮目標値 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

9 17 15 16現況値
(達成度判定値)

6 6 6

Ｈ１７

測定年 Ｈ１１ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７

Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６評価年 初期値 Ｈ１１ Ｈ１２

ＮＰＯの法人設立認証数（人口１０万人当たりの全国順位） 位

目標値 難易度※ Ｈ１７ 3 ☆☆☆ Ｈ２２ 1 ☆☆☆

（１）　政策評価指標の推移 政策評価指標値の推移（グラフ）

政策評価指標名 単位

施策番号 2 施策名 ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

政策整理番号 27

対象年度 H17 作成部課室 環境生活部ＮＰＯ活動促進室 関係部課室

政策番号 政策名 多様な主体の協働による地域づくりの推進3 － 9 － 1
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施策・事業展開シート（Ｃ）

合計

事業名

ＮＰＯ活動促進事業

5,000

4,493

みやぎＮＰＯ夢ファンド事
業

ＮＰＯマネジメントサポート
事業

県有有休施設等の有効
利用によるＮＰＯの拠点
づくり事業

みやぎＮＰＯサポートロー
ン

70,131

維持
財政基盤の脆弱なＮＰＯが事業実施に当たって必要とされる短期資金を
安定的に確保する仕組みは今後もますます必要と思われることから，今後
も重点的な取組が必要である。

5 重 10,000

維持
ＮＰＯの自立及び継続的活動を支える観点から，人材育成を主眼とする組
織マネジメント力の強化は不可欠であることから，引き続き重点的な取組
が必要である。

4 重 縮小

県有財産の有効活用とＮＰＯの活動拠点の確保という二重の効果が期待される取組
であることから，引き続き重点的な取組が必要である。しかし，「事業提案型組織新設・
事業実施制度」における平成１６・１７年度の２カ年事業として採択された事業であるこ
とから，来年度は新規貸付は行わず，縮小とする。

3 重

11,801

維持
政策・施策目的に直結する事業であることから，ＮＰＯの意見等を十分に
踏まえつつ，一層効果的な事業展開を図る必要がある。

2 重 維持
資金支援については、ＮＰＯのニーズが最も高い分野であり、当該事業自
体が県内ＮＰＯの大きな期待と関心を集めていることから、今後も引き続き
重点的な取組が必要である。

1 主 38,837

【政策評価】施策群設定の妥当性，施策群の有効性
・地域課題，市民ニーズが多様化・複雑化する中，行政がそれら全てに対応することは制度・財政面で限界がある。一方で，このような課題の解決や
ニーズへの対応に向け，地域住民が地域の資源を活用し，自発的な活動を展開している。県は，これら地域住民・ＮＰＯ・市町村等との連携を深め，
有機的な協働関係を築いていくため，本政策及び各施策の必要性は高いと判断する。施策２に指標を設定しているが，今後の指標の変更について
慎重に検討する必要があると思慮される。政策評価指標は目標に達しなかった。しかし，社会経済情勢はの上からは政策の必要性は認められる。
【施策評価】事業群設定の妥当性，事業群の有効性，効率性
・ＮＰＯは社会が抱える課題に対応するため，まちづくりや福祉など様々な分野で活動を展開しており，世論調査に見られるとおりＮＰＯについての社
会的な理解も広がりを見せている。しかし，平成１５年度に県が実施した「ＮＰＯ活動実態・意向調査」，平成１７年度に内閣府が実施した「ＮＰＯに関
する世論調査」等からＮＰＯ活動を支える社会制度や環境面での整備は依然として十分とは言えない状況にある。このため，ＮＰＯが真に自立した
「市民セクター」として発展するよう，行政・民間団体はもとより県民や企業も含めた社会全体でのＮＰＯ活動の支援を今後も継続すべきと判断される。
施策満足度は，昨年度の「５５」から５ポイント低下し，政策評価指標達成状況も未達成である。しかし，社会経済情勢を示すデータの推移から，ＮＰＯ
活動の課題に即したこれらの事業群は有効であり，施策満足度の向上に向けて，今後も継続して事業を実施すべきものと判断される。

施策番号 2 施策名 ＮＰＯ（民間の非営利組織）の活動の支援

Ｃ－１　評価結果から抽出される課題と対応策

政策番号 政策名 多様な主体の協働による地域づくりの推進3 － 9 － 1

政策整理番号 27

対象年度 H17 作成部課室 環境生活部ＮＰＯ活動促進室 関係部課室

Ｃ－２　施策・事業の方向性

施策の次年度（Ｈ１９年度）の方向性とその説明

方向性 拡大

【方向性の理由】
・各事業の有効性に関し十分に検証しながら，ＮＰＯ側の意向把握に十分配慮のうえ，効率及び効果的な施策及び事業展開を図る必要がある。
【次年度の方向性】
・ＮＰＯと行政との間で有機的な協働関係が構築されるよう，事業の共同実施や県業務委託等を一層推進するとともに，ＮＰＯ及び行政の相互理解促
進に向けた取組を総合的に実施する。

主要事業・重点事業の次年度（Ｈ１９年度）の方向性とその説明

方向性に関する説明
事業
番号

種別 方向性
H17決算見
込額(千円)

維持拡充 縮小




